
- 1 - 

船舶インシデント調査報告書 

 

                                平成２４年６月７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２３年１１月２２日 １４時２０分ごろ 

発生場所 静岡県浜名港口南西方沖 

静岡県浜松市所在の浜名港口離岸導流堤灯台から真方位２２６°３.５海

里付近 

（概位 北緯３４°３８.１′ 東経１３７°３２.８′） 

インシデント調査の経過 平成２３年１２月６日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

油タンカー 第二鶴
つる

汐
しお

丸、３５５トン  

１３２７０８、鶴汐海運有限会社 

５５.５１ｍ×９.００ｍ×４.１０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成４年３月 

乗組員等に関する情報 機関長 男性 ６０歳 

 三級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 昭和５５年１１月１９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２０年１２月１７日 

  免状有効期間満了日 平成２５年１２月１６日 

死傷者等 なし 

損傷 主機１番シリンダの燃料弁ノズル固着及びシリンダヘッド触火面亀裂、弾

性継手断裂 

インシデントの経過 本船は、船長及び機関長ほか２人が乗り組み、浜名港口南西方沖を東進

中、平成２３年１１月２２日１４時００分ごろ機関室で異常音が発生し

た。 

機関長は、主機の点検を行ったところ、１番シリンダ及び３番シリンダ

の排気温度が上昇しているのを認め、１４時２０分ごろ主機を停止し、１

番シリンダの燃料弁を取り替えて主機を再始動したところ、排気温度の上

昇はなくなったものの回転計の針が触れたため、１番シリンダの燃焼不良

と判断し、修理会社に状況を連絡した。 

本船は、修理会社の指示に従って１番シリンダの排気弁を抜き出したと

ころ、排気弁箱下部に破口を認め、予備と取り替えて主機を再始動し、排

気温度及び燃焼状態に異状がないことを確認後、主機駆動発電機（軸発）

を運転してクラッチを前進側に投入したが、異常音が発生するとともに、

増速機の継手付近から白煙を噴出したため、主機を停止した。 

船舶所有者は、損傷の拡大を防ぐため、主機の使用を断念した。 
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本船は、船舶所有者が要請したえい
．．

船により、静岡県西伊豆町の造船所

にえい
．．

航された。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

その他の事項 本船の機関室は、下段及び上段の２段からなり、下段の中央に主機が、

その前方にゴム製の弾性継手を介して増速機が配置され、増速機の前方に

隔壁を挟んで貨物油ポンプが、また、増速機の右舷後方に軸発が設置され

ていた。 

主機は、過給機付き４ストローク６シリンダのディーゼル機関であり、

各シリンダには船首方向から順番号が付され、シリンダヘッドには、吸気

弁、排気弁及び燃料弁が１本ずつ取り付けられていた。 

排気弁は、排気弁箱に収められており、排気弁箱がシリンダヘッドに取

り付けられていた。 

 主機の燃料弁及び排気弁は、平成２３年４月に開放整備された。 

 主機１番シリンダヘッドは、本インシデント後、取り外されたところ、

排気弁穴に２本の亀裂が発見され、うち１本は燃料弁穴に達していた。ま

た、弾性継手は、断裂して動力の伝達ができなくなっていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

あり 

なし 

本船は、浜名港口南西方沖を東進中、主機１番

シリンダの排気弁箱が破口したことから、燃焼不

良となって排気温度が上昇し、主機の運転を継続

できなくなり、運航不能になったものと考えられ

る。 

主機１番シリンダは、排気弁箱が破口して圧縮

圧力が不足し、燃焼不良となって排気温度が上昇

し、シリンダヘッドに亀裂が生じたものと考えら

れる。 

１番シリンダの排気弁箱は、本インシデントの

約７か月前に整備された際、取付不良か、又は排

気弁箱のシートパッキンの材質不良等により、排

気弁箱シート部から排気ガスが漏えい
．．

して破口し

た可能性があると考えられるが、その要因を明ら

かにすることはできなかった。 

弾性継手は、１番シリンダの燃焼が不良とな

り、回転数が変動した状態で運転されて断裂に至

ったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、浜名港口南西方沖を東進中、主機１番シリ

ンダの排気弁箱が破口したため、燃焼不良となって排気温度が上昇し、主

機の運転を継続できなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止策として、船舶所有者は、本船乗組員に、

次のことを指示した。 

・主機運転中の燃焼状態及び排気温度を確認すること（毎日）、並びに主

機運転状況報告書を提出すること（月末）。 
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・燃料弁を入渠時及び６か月ごとに点検整備すること。 

・吸気弁及び排気弁を入渠時及び６か月ごとに点検整備すること。 

・増速機の弾性継手の油分付着状況及びキズの有無を確認すること。 

 




